
５  財産区 
広  島  市 湯来町 

項 目 
元宇品町 三  入 久  地 小河内 飯  室 緑  井 高  南 砂  谷 

南   区 安 佐 北 区 安佐南区 安佐北区 

区 域 

元宇品町 可 部 町 大
字南原､大
字上町屋､
大 字 下 町
屋､大字桐
原 

安 佐 町 大
字くすの木
台､大字久
地 

安佐町大
字小河内 

安佐町大
字飯室 

緑井町､緑
井一～ 八
丁目､毘沙
門 台 一 丁
目1番1号
～15号 

白 木 町 大
字秋山､大
字市川､大
字小越 

大 字 葛
原 ､ 大 字
白 砂 ､ 大
字 伏 谷 、
杉並台 

財 産 
宅地 
墓地 外 

山林、立木 
山林 
立木 

設置年月日 M37.9.15 S30.3.31 S30.7.1 S31.9.30 S31.9.30 

設置基準 

安芸郡
仁保島村
字宇品の
本市への
編入に伴
い､当時の
村有財産
の一部を
財 産 区 と
したもの｡ 

町が、広島市との合併前の町村合併により、当時の村有財産の一部を財産

区としたものを、本市が町との合併により、そのまま引き継いだもの｡ 

町 村 合

併により、

当時の 村

有財産の

一部を 財

産区とした

もの｡ 

設置機関 財産区管理会 財産区議会 
財産区 

議 会 
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